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て生活の全体をアセスメントしようとするものとして，2001年にWHO総会
で採択した国際生活機能分類（International Classification of Functioning, 
Disability and Health：ICF）がある．
　これは人間の生活機能と障害に関する状況を記述することを目的とした分類
法で，前身の国際障害分類（ICIDH）が障害のマイナス面を分類する考え方
中心のものであったのに対して，ICFは生活機能をプラス面からみる視点を基
軸とし，さらに環境因子等を加え6），次のような「ICFの生活機能モデル」を

表２-2　私の日常生活の過ごし方（ワークシート）
自分が日々の日常生活でしていること：以下の事項について，書き出してみよう

事 項 金額，時間，頻度など

生 計 生活費・学費：仕送り・アルバイト

生活の管理

食料・日用品の購入・保管

ライフライン：電気・水・ガス等

インターネット環境

家計

生活時間，健康管理

家財道具，防犯，火災予防等

食生活 食材の購入，調理，後片付け

衣類・寝具 購入，洗濯，繕い，布団干し

住 居 掃除，ごみ出し

清潔保持 入浴

家族，ペット 世話

近所等の付き合い

その他

私が日々の生活で大事にしていること

表２-3　私の一日の過ごし方：平日と休日（ワークシート）
起床から就寝までの平日と休日の一日の過ごし方を書き出してみよう

時刻 平日の様子 休日の様子
7：00
8：00
9：00
10：00
11：00
12：00
13：00
14：00
15：00
16：00
17：00
18：00
19：00
20：00
21：00
22：00
23：00
0：00
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Bさんの1日

	 起床
　Bさんが朝に目を覚まして最初にすることは，血糖値を反
映しているグルコース値の確認である．といっても採血する
のではなく，体に着けたセンサーにスマートフォンを近付け
て読み取るのである．
　この測定方法の利点は，測定の 8時間前からのグルコー
ス値の変動のグラフがスマートフォンで見られることである．
また，現在グルコース値が上昇中なのか下降中なのか，その
どちらでもないのかが矢印マークで表示されることである．
これは，糖分補給（以下，補食）などの対処が必要な「低血
糖」の基準値である70mg/dLを少し上回る値，例えば
85mg/dL程度であった際に，それが上昇中の85mg/dLで
あれば補食は不要，下降中の85mg/dLでかつそのあとに会議や移動があれ
ば補食が必要と判断できる．この判断は，指先や耳朶からの血を使って血糖
測定器で単一時点の血糖値しか把握できなかったかつてとは異なり，常時接
続で継続的にグルコース値をモニタリングし，それを手軽なデバイスで確認
できるからである．
	 朝食
　Bさんは慌ただしく食事をしながら，腰につけたポンプの設定を確認する．
この日の朝食の糖質量とその後の運動量がいつも通りなら設定はそのまま，
違う場合はインスリンの増減が可能である．また，注射の形で一度に打つよ
りも，長い時間をかけて徐々にインスリンを体内に入れるポンプのほうが人
体の自然なインスリン分泌に近い．
	 出勤
　ポンプを確認しながら子どもの保育園の連絡帳アプリを操作し，軽く夕飯
の仕込みをしたBさんは，保育園を経由して職場に向かう．子どもから繰り
返し抱っこを要求され「低血糖気味かもしれない」と思ったときや，途中で
低血糖になるわけにはいかない大事な会議，顧客と立て続けに会う場合など
には，念のためスマートフォンでグルコース値を確認する．
　ちなみにこのモニターは，一定の低血糖や高血糖になるとアラームや振動
で知らせてくれる．Bさんの場合，低血糖は感覚的にわかることが多い．そ
のため，この機能によって血糖値の異常を知るのは，高血糖のときのほうが
多いという．
	 昼食
　Bさんは，昼食の前にもグルコース値を確認した．この日は美食家の上司
が決めたお弁当を食べながらのランチミーティングがあったため摂取糖質量
が多く，かつ午後は会議の連続で全く体を動かさない見込みのため，グルコー
ス値は正常だったものの，ポンプを操作してインスリンの追加打ちをした．
　しかし，結局血糖値が予想よりも高くなり，最後の会議の最中に高血糖を
知らせるアラームが鳴ってしまった．
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ワークシートや設問で
自習・グループ学習に最適

事例で具体的に
学べる

p.44
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組織（formal organization）の定義とその考え方である．それ以前の組織研
究では，組織を基本的には人の集まりととらえるか，複数の機能が編成された
安定した構造ととらえ，その中で行われる活動は基本的には予測可能で，
PDCAサイクル＊に従って管理統制されると考えられてきた．
　しかし，実際の組織の活動過程では多くの不確実で予測困難な事態が生じ
る．それらに対処するためには，各メンバーが事前に立てた計画に従い，決め
られた活動の枠組みの中でルールに従うだけでは不十分で，自分と他者の役割
を認識し，互いに協力し合う必要がある．バーナードがとらえようとした組織
は協働体系，すなわち，その主要構成要素である構成員，タスク，機能，ルー
ル，制度などが，組織をとりまく諸要素の変化に臨機応変に適応することで，
組織とその活動をうまく機能させている一つのシステムである．この考えに基
づき，バーナードは公式組織を「二人以上の人間の意識的に調整された諸活
動，諸力の体系」と定義した．協働を支える核となるのが，①貢献意欲，②
共通目的，③コミュニケーションである．これらは，そのうちどれ
が欠けても組織にならないことから，組織の3要素と呼ばれる．
集団が組織になるとき

　バーナードの組織の定義と組織の 3 要素の優れた点は，集団と組
織は状況に応じてどちらにもなり得ることを示したことである．仲
良し集団は，普段は一緒におしゃべりなどをして楽しんでいるだけ
だが，例えば街中で困った人を見つけた場合，集団のメンバーは困っ
ている人を助けるという共通目的をもち，その解決のためにそれぞ
れが貢献意欲を発揮し，互いに意思疎通しながら解決にあたる．こ
のときの仲良し集団はただの集団ではなく組織である．ワークチー
ムは本来であれば組織のはずだが，メンバーがただ一緒に働いてい
るだけで，互いに協力したり，チームのために貢献しようとしなけ
れば，ただのワークグループにすぎない．組織が組織であるために
は，構成員にどのようにして 3 要素をもたせ，どのような方法でそ
れを維持するかが課題となる．

 2  組織の参加者
　メンバーがいれば継続できる集団と異なり，組織はその活動を直接的・間接
的に支えるさまざまな人々がおり，その人たちから必要な資源や支援を獲得し
続けられなければ継続できない．組織活動に直接影響を与える人々を利害関係
者，利害関係者が組織に提供するさまざまな資源を貢献，それを得るために組
織が利害関係者に提供するお返しを誘因と呼ぶ．
❶�利害関係者　組織活動に直接，間接に参加し，貢献することから「組織参加

者」とも呼ばれる．
❷�貢献　組織経営に必要不可欠な資源という意味で「経営資源＊」と呼ばれる．

PDCAサイクル
仏の経営者のファヨール
が20世紀初頭に発表し
た管理過程論に基づく組
織管理の方法で，計画
（Plan）実行（Do）評価・
調整（Check） 対 策・
改善（Action）で構成
される．現在でも多くの
組織で継続的な業務改善
方法として広く利用され
ている．

＊

1

経営資源
経営資源はヒト，モノ，
カネ，情報の 4種類に
大別される．情報以外は
共有ができない．経営資
源の多くは有限であるた
め，価値ある資源をどの
ように手に入れるか，そ
れをどのようにして有効
活用するかが組織経営の
鍵となる．

＊

集団

組織
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　本書の内容
●大きく変動する現代社会のなかで、患者の生活を理解するためには看護職としての「ビジョン」が必須であることが強く意識でき
る1冊です。健康教育などで重要となる社会的な健康、科学からとらえた健康行動についての解説も充実しています。
●学生自身を含めた「個人の生活」から、集団・組織、家族、地域社会、国際社会へと、円を大きくするように視点を拡げていきま
す。教科書を学び終わるころには、人の生活について、その人を取り巻く周辺の環境・社会全体まで含めて考えられるようにな
ることを目指した構成となっています。
●第7章・第11章で、人々の生活・健康と切り離せない経済状況（健康格差）、労働環境、情報行動について解説します。11章で
は、情報技術の発展による受診・療養環境の変化にも焦点をあて、患者の生活を紹介しています。
●対立や葛藤、紛争といったコンフリクトを、協調、協働へと発展させる方法や提案を第4章「個人および集団における対立と協
働」で解説しています。
●第12章には、生殖医療技術や遺伝子診断、再生医療、そして臓器移植と延命治療という、生命科学の進展により新たに登場し
た技術と人間性の調和を考えるページを収載しています。
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環境保健とは1
　環境保健は，人間の健康と直接関連する環境要因に焦点を当てた公衆衛生の
分野である．これには大気，水質，土壌の汚染，化学物質への曝露，生物学的
要因など多岐にわたる要素が含まれる．本章ではこれら環境因子の実態，曝露
状況を把握し，それらに基づく健康への影響を評価することが重要であること
を理解し，より良い生活環境の形成が公衆衛生の向上に深く関係することを学ぶ．

 1 環境保健の歩み
　環境保健の歴史は古く，人類が健康で衛生的な生活環境を求めてきた営みと
重なる．紀元前の古代都市に下水道施設が存在したことからもわかるように，
環境が健康に及ぼす影響は早くから認識されていた．近代に入ると，産業革命
に伴う公害問題が深刻化し，大気汚染や水質汚濁などの環境悪化が国民の健康
を脅かすようになった．これを契機に，各国で環境関連法規が整備され，環境
保健対策が本格化してきた．
 1 戦後から平成までの歩み（表15-1）
　日本では，戦後復興時の工業化の過程で1950年代後
半から1970年代にかけて多くの公害事例が起こり，住
民にも健康被害が生じた．それらの中でも特定の地域
において特定の原因による被害が大きいものが，水俣
病，新潟水俣病，イタイイタイ病，四日市ぜんそくの
四大公害病である（図15-1）．これらの発生を経て
1967（昭和42）年には公害対策基本法，さらに大気
汚染防止法や水質汚濁防止法が制定され，法的枠組み

表15-1　環境保健を取り巻く法整備
年 出来事

1950年代後半
～ 1970年代

多くの公害事例が発生
特に，四大公害病による被害大

1967年 公害対策基本法の制定

1968年 大気汚染防止法の制定

1970年 水質汚濁防止法の制定

1971年 環境庁の設置

1993年 環境基本法の制定

2001年 環境省に変更

イタイイタイ病
● 地域：富山県神通川流域
● 時期：1967年に富山県で初めて患者認定
骨軟化症・骨粗鬆症と腎尿細管障害を主体と
した病態を発症した公害病．三井金属神岡鉱
業所から排出されたカドミウムで汚染された
米の摂取が主な原因である．

水俣病
● 地域：熊本県水俣湾周辺
● 時期：1956年に正式報告．公害の原点といわれる
窒素水俣工場からのメチル水銀化合物を含む廃液に汚染された海域で，
食物連鎖により汚染された魚介類を摂取したことから，ハンター・ラッ
セル症候群を特徴とする有機水銀中毒を発症．妊婦が汚染された魚介
類を摂取したことによる胎児性水俣病が存在する．

四日市ぜんそく
● 地域：三重県四日市市塩浜コンビナート中心
● 時期：1960年ごろ
大気汚染により中高年者を中心とした集団喘息障
害が引き起こされた．気管支喘息と二酸化硫黄濃
度が有意に相関を示した．

新潟水俣病
● 地域：新潟県阿賀野川下流域
● 時期：1965年に確認
第二水俣病とも呼ばれる．昭和電工が原因
企業として引き起こされた有機水銀中毒．

図15-1　四大公害病
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が整えられていった．また，1971年には環境庁が設置され，公害対策につい
て包括的に対応していくこととなった．1993（平成 5 ）年には公害対策基本
法に代わり環境基本法が制定され，環境の保全に関する施策の基本となる事項
を定め，施策を総合的かつ計画的に推進し，国民の健康で文化的な生活を確保
するための法律として施行された．環境庁は，2001年の省庁再編に伴い，環
境省となった．
 2 近年の動向
　近年は，人の健康に対する影響だけでなく，生物の生態系や気候変動など地
球規模の問題に対しても懸念が生じており，これらも含めて環境リスクを考え
ることが重要である．地球環境問題への関心の高まりから，公害問題に対し
て，化学物質管理やリスク評価など，より幅広い環境保健施策が講じられるよ
うになってきた．また，地球環境と人間の健康が互いに深く関係していること
を示す新しい概念として，プラネタリーヘルス（planetary health）も提唱
されている．従来の公衆衛生では，疾病の予防や健康増進に関して個人の生活
習慣や社会環境に着目されてきたが，プラネタリーヘルスでは，さらに大きな
視点から地球環境全体をとらえることが重要であるとされている．

プラネタリーヘルスにおける健康課題の例
● 気候変動による熱波は高齢者の熱中症リスクを高める．
● 大気汚染は呼吸器疾患を引き起こし，水質汚濁は胎児の健康に影響を及ぼす．
● 生物多様性の損失は新興感染症のリスクにつながる．

例

　このように，地球温暖化や環境破壊が人々の命や健康を直接脅かすこととな
るため，健康で持続可能な社会を実現するためには，プラネタリーヘルスの視
点が重要である．

 2 環境保健の背景・目的
　環境保健の主要な目的は，国民の健康を守り，持続可能な社会を実現するこ
とである．近年では四大公害病のような大きな被害をもたらす公害問題は顕在
化していないが，それは，大気汚染，水質汚染，土壌汚染等に関して，法律等
による厳格な規制によるところが大きい．しかし，工業技術の進展に伴い，大
気中の微粒子状物質（PM2.5），水中（海中）のマイクロプラスチックやナノ
マテリアルなど，これまでは見られなかった物質等の拡散防止については，引
き続き，国際機関，国，自治体が連携して取り組まねばならない問題である．
健康日本21（第三次）における環境の目標

　健康日本21（第三次）において，国民の健康増進に関する基本的な方向と
して，「社会環境の質の向上」が示されている．社会環境の質の向上が重視さ
れる背景としては，健康の社会環境モデル（➡p.49図2-10）が広く認識され

1
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•�総人口　：��　　　　　　　　人
　・年少人口割合（0 ～ 14歳）：　　　　　  　　％
　・生産年齢人口割合（15 ～ 64歳）：　　　　　%
　・老年人口割合（65歳以上）：　　　　　　　　％
•�出生数　：��　　　　　人
•�出生率　：��　　　　　
•�合計特殊出生率　：��　　　　　
•�平均寿命：��（男）　　　　歳　�（女）　　　　歳
•�年齢調整死亡率：　　　　　
•�乳児死亡率：　　　　　　　

　　　
•�世帯数：�約　　　　　　世帯
•�1世帯あたりの人数：��約　　　　　人
•�高齢者のいる世帯割合：�　　　　　％
•�高齢者単独世帯割合：��　　　　　　％

Q5： 市区町村の特徴が現れているところへ行って町を観察したり，話を
聞いたりしてみよう！

自分たちが暮らす市区町村について調べてみよう！
やってみよう

動画で
チェック

自分たちが暮らす市
区町村について調べ
てみよう！

自分たちが暮らす市区町村について調べ，そこからみえる地域
の特徴について考えてみよう．そこに暮らす人々の課題と必要な
支援がみえてくるよ！

人口・出生・死亡 Q1：人口当たりの数値を使い，国のデータと比
較して，この市区町村にはどのような特徴
があるか？

世帯

　　　
•�病院数：��約　　　　　　施設
•�乳児検診の受診率　1歳6カ月：　　　　　
　　　　　　　　　　　　　�3歳：　　   　　
•�死因順位　1位：　　　　　 　
　　　　　　�2位：　　　　 　　
　　　　　　�3位：　　　　　 　
•�保健所の場所：�　　　　　　　　　　　　　
•�保健センターの場所：��
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医療・保健

Q2：国のデータと比較して，
この市区町村にはどのよ
うな特徴があるか？

Q3：国のデータと比較して，
この市区町村にはどのよ
うな特徴があるか？

Q4：この市区町村で取り組んでい
る特徴的な健康づくりを調べ
て挙げてみよう！

例えば，高齢者の多い
市区町村なら高齢者施
設に行く，高齢者に話
を聞くなどしてみよう！

やってみよう Q1 〜 5をもとに，どのような健康支援があったら良いか考えてみよう！

コンテンツが視聴できます
（p.2参照）
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食中毒の種類と予防4

 1 食中毒の発生状況
　食中毒統計によると，日本の食中毒事件数は1998（平成10）年をピークに
減少し，2021（令和 3）年の717件を最小値として，以降は増加傾向が認め
られる．2017年以降，食中毒患者数は減少傾向となり，2022年には初めて 1
万人を下回ったが，2023年に再び増加へ転じている．
　ほとんどの食中毒（約90％以上）の原因物質は，食品を汚染する細菌，ウ
イルス，寄生虫等の有害微生物である．2023年の全国食中毒統計によると，
病因物質別の食中毒事件数（1,021件）の内訳では，多い順にアニサキス，カ
ンピロバクター，ノロウイルスであった．食中毒患者数（11,803人）では，
ノロウイルス，カンピロバクター・ジェジュニ／コリ，ウエルシュ菌，サルモ
ネラ属菌の順であった（図14-6）．事件数が少ないにもかかわらず患者数が
多いということは，その病因物質が大規模な食中毒を引き起こしやすいことを
示す．

 2 食中毒の病因物質による分類
　食中毒は主に，細菌，ウイルス，寄生虫，自然毒および化学物質の五つの病
因物質によって分けられる．主な病因物質と原因食品等を表14-1に示す．
❶�細菌性食中毒　感染型食中毒は，原因菌が付着した飲食物を摂取すること
で，一般的には腸管内で原因菌が増殖して起こる食中毒である．毒素型食
中毒は，原因菌が食品中で増殖する際に毒素を産生し，この毒素を飲食物
とともに摂取することで起こる食中毒である．

食中毒事件数と 
患者数
事件数は，保健所の調査
により食中毒と決定され
た事例を集計したデータ
を示す．患者数は，食中毒
事件ごとに発症した人数
を集計したデータを示す．

αplus

➡		ノロウイルスや腸管出血
性大腸菌などによる感染
性胃腸炎については，
13章3節p.257参照．

毒素型食中毒の 
原因菌
毒素型食中毒を引き起こ
す菌は，黄色ブドウ球菌，
セレウス菌，ボツリヌス
菌などである．

αplus

図14-6　全国病因物質別食中毒事件数と患者数

アニサキス
42％

アニサキス
4％

ブドウ球菌
2％

腸管出血性大腸菌
2％

サルモネラ属菌
5％

ウェルシュ菌
9％

カンピロバクター・
ジェジュニ／コリ
　　　　21％

カンピロバクター・
ジェジュニ／コリ
　　　18％

ノロウイルス
16％

ノロウイルス
47％

自然毒
　6％
自然毒
　6％

その他
の細菌
10％

その他の寄生虫
2％

その他・不明
　3％

その他・
不明
13％

その他・
不明
13％

総事件数
1,021件

総患者数
11,803 人

食中毒事件数 食中毒患者数

厚生労働省．“令和5年（2023年）食中毒発生状況”．食中毒統計資料．
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html，（参照2024-04-25）．

アニサキスが総事件数
は最多でも，全体の患
者数があまり多くない
ということは…1事件
当たりの患者数が1人
くらいってことか！
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統計データ等の
考え方のヒントを掲載

調べ学習やまち歩き実習に
活用できるワークページ

第9章●難病対策
難病対策とは／難病対策の歩み／難病に対する医療体制／難病対策・健康課題と保健活動

第10章●精神保健福祉
精神保健福祉とは／精神保健福祉を取り巻く法・制度／主な疾患の特徴と保健活動の
ポイント／自殺対策

第11章●障害者保健福祉
障害者保健福祉とは／障害者総合支援法／障害福祉サービスの内容と利用までの流れ
／障害者保健の現状／障害者の健康課題と支援のポイント

第12章●災害対策
災害時の保健対策・課題と保健活動／災害時の地域における健康課題と保健活動／平
常時の対策・課題と保健活動

第13章●感染症対策
感染症に関する基本的な知識／感染症対策のシステム／主な感染症の特徴と近年の動向

第14章●食品保健
食品保健とは／食の安全確保のしくみ・法律／食品の表示と分類／食中毒の種類と予防

第15章●環境保健
環境保健とは／人の健康と地球環境の問題／廃棄物／水道／居住環境／放射線・放射
性物質

第16章●学校保健
学校保健とは／児童生徒の健康状態／学校保健の活動／学校保健安全法に基づく活動
／学校給食／養護教諭の役割

第17章●産業保健
産業保健とは／産業保健を取り巻く法律／業務上疾病（職業性疾病）／産業保健看護
職の活動

第18章●国際保健
諸外国の公衆衛生政策／国際保健とは／国際的な保健機関の活動（WHO，国際連合）

p.21

歴史から近年の動
向まで簡潔に解説
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　本書の内容
●看護職にとって欠かせない保健・福祉の概念・知識を簡潔に説き明かし、「個」だけでなく、「集団」「社会」の視点からも健康問題
を見る目を育てます。
●「総論」「方法論」「各論」の三部構成で広範な公衆衛生の世界をわかりやすく整理。「総論」では、公衆衛生の理念や歴史、現在の公
衆衛生システムの特徴など、基本的事項について明確に説明します。「方法論」では、疫学・統計の基本とその活用方法を掲載
し、「地域」「集団」などを対象とした公衆衛生活動の実践方法についても紹介します。「各論」では、親子・高齢者など対象別の関
わり方や、歯科保健・精神保健・学校保健・産業保健など分野別の公衆衛生を解説しています。
●巻頭に調べ学習やまち歩き実習に活用できるワークページを設け、本文随所には看護につながる視点や統計データ等の考え方の
ヒントを示しています。教科書を読んでただ覚えるだけでなく、学生自身が考える力を養う工夫を施しています。
●序章「なぜ看護者が公衆衛生を学ぶのか」や「障害者保健福祉」「食品保健」を章立てし、現代社会の動向に沿って新しいトピックス
を反映しています。各章の重要なポイントがわかりやすいよう、図表を活用し簡潔に解説しています。

■ 編　集 

平野かよ子	 宮崎県立看護大学名誉教授，湘南鎌倉医療大学特任教授
山田　和子	 	和歌山県立医科大学名誉教授，元	藍野大学医療保健学部看護学

科特任教授

守田　孝恵	 獨協医科大学特任教授
福田　吉治	 帝京大学大学院公衆衛生学研究科研究科長

■ 執　筆（掲載順）  

平野かよ子	 	宮崎県立看護大学名誉教授，湘南鎌倉医療大学特任教授	
＜序章，4章10節＞

曽根　智史	 国立保健医療科学院院長＜1章，2章2節1，18章1節＞
尾﨑　米厚	 鳥取大学医学部社会医学講座環境予防医学分野教授＜2章1節＞
福田　吉治	 帝京大学大学院公衆衛生学研究科研究科長＜2章2節2＞
藤原　聡子	 	一般財団法人医療経済研究・社会福祉協会医療経済研究機構研

究員＜2章2節3＞

近藤　克則	 	千葉大学予防医学センター健康まちづくり共同研究部門特任教授
＜2章2節3＞

清水　　習	 宮崎公立大学人文学科准教授＜2章2節4＞
阿彦　忠之	 山形県病院事業局病院事業管理者＜2章3節，13章＞
奥田　博子	 	国立保健医療科学院統括研究官＜2章4節，12章＞
大木いずみ	 	埼玉県立大学保健医療福祉学部健康開発学科教授	

＜3章，6章4節＞

守田　孝恵	 獨協医科大学特任教授＜4章1・3・7節，10章＞
山田　和子	 	和歌山県立医科大学名誉教授，元	藍野大学医療保健学部看護学

科特任教授＜4章2・4・5・8・9節，5章＞

前馬　理恵	 和歌山県立医科大学保健看護学研究科＜4章6節＞
大木　幸子	 杏林大学保健学部看護学科教授＜6章1・2・3節＞

鳩野　洋子	 	熊本保健科学大学公衆衛生看護学専攻科特任教授，九州大学名
誉教授＜7章＞

三浦　宏子	 	北海道医療大学歯学部特任教授＜8章＞
金谷　泰宏	 東海大学医学部医学科基盤診療学系臨床薬理学教授＜9章1〜3節＞
王子野麻代	 元	日本医師会総合政策研究機構主任研究員＜9章1〜3節＞
小西かおる	 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻教授＜9章4節＞
磯村　聰子	 	山口県健康福祉部健康増進課健康づくり班主任＜10章＞
河野　朋美	 宮崎県立看護大学看護学部公衆衛生看護学分野准教授＜11章＞
谷口　力夫	 公益社団法人日本食品衛生協会技術参与＜14章＞
牛山　　明	 国立保健医療科学院生活環境研究部部長＜15章1・3節＞
秋葉　道宏	 国立保健医療科学院特任研究員＜15章2節＞
増田　貴則	 	国土技術政策総合研究所上下水道研究部浄水処理・水道防災シ

ステム研究官＜15章4節＞

本間　義規	 国立保健医療科学院建築・施設管理研究部部長＜15章5節＞
山口　一郎	 国立保健医療科学院生活環境研究部特任研究官＜15章6節＞
中村富美子	 沼津市立大岡中学校養護教諭＜16章＞
五十嵐千代	 	東京工科大学医療保健学部看護学科教授，産業保健実践研究セ

ンター長＜17章＞

田代　順子	 聖路加国際大学名誉教授＜18章2・3節＞

　目　次
第 1 部 総　論
序章●なぜ看護者が公衆衛生を学ぶのか
私たちの暮らしと公衆衛生／公衆衛生とは

第1章●公衆衛生の歴史と理念
公衆衛生改善の歩み／公衆衛生とは何か／公衆衛生の理念／公衆衛生を学ぶ意義

第2章●公衆衛生の概念とシステム
日本の公衆衛生システムの全体像／社会における健康（健康のとらえ方）／公衆衛生
の推進体制／健康危機管理

第 2 部 方法論
第3章●公衆衛生のものさし
集団の見方と健康指標／研究の方法／リスクファクター／スクリーニング／公衆衛生
活動における疫学／統計情報の収集と見方

第4章●公衆衛生活動のプロセス
保健師の活動の特徴／ハイリスクアプローチ，ポピュレーションアプローチとPDCA 

サイクル／地域診断（地区診断）の意義と活用／家庭訪問の意義と活用／健康診査
（健診）・検診の意義と活用／健康教育の意義と活用／健康相談の意義と活用／ネッ
トワークの意義と活用／グループ・地域組織の育成・支援／地域での保健師の役割

第 3 部 各　論
第5章●親子保健
親子保健とは／現在の親と子に対する施策／地域母子保健対策の体系／親子保健にお
ける保健師の役割と特徴／健康課題と支援のポイント

第6章●生活習慣病とがん対策
健康づくり対策／健康に影響を与える生活習慣／生活習慣病対策・課題と保健活動／
がん対策・予防と支援

第7章●高齢者保健医療福祉
高齢者保健とは／高齢者を支えるシステム・制度／地域における活動の実際

第8章●歯科保健
歯科保健とは／歯科保健の現状／歯科保健対策・課題と保健活動

●B5判　360頁　カラー　定価3,630円（本体3,300円＋税10％）
ISBN978-4-8404-8466-4　第7版　2025年1月�

公衆衛生

健康支援と社会保障 ❷ 2025 年 改訂

電子版あり
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授業計画案 あり
詳細はP.132へ

動画
19本
収録

近所の住人（誠・幸恵・悟）

近所に住む誠・幸恵夫婦に，3カ月前に第1子の悟が生まれた．二人は共働きで，
幸恵は産後休業後，続けて育児休業を取っている．

祖父母・叔父

1 カ月前に祖父が脳梗塞で入院したが，今はリハビリテーションが
必要な状態である．祖母が叔父に今後のことを相談している…

近所の住人
（誠）35歳
（幸恵）32歳
（悟）0歳

母
（田中美保）
48歳

祖母
（田中れい子）

75歳

祖父
（田中和夫）
78歳

叔父
（田中修）
52歳

叔母
（遠藤良美）
46歳

私
（田中奈津美）

18歳

初めての子育ては，近くに助けてく
れる人がいないと不安だろうね…市
役所の近くに子ども家庭センターが
あるから，そこに行けば子育て支援
事業を紹介してくれるし，子育て中
の人たちとを知り合いになれるって
教えてあげたの．

学習しよう！
�子ども家庭センター，地域
子ども・子育て支援事業

そういえば，美保さんの妹の良
美さんも，自宅に戻ったら介護
保険で訪問看護や訪問介護が使
えると言っていたから，また相
談してみよう．

学習しよう！
�介護保険，訪問看護，訪問
介護

最近，産後うつとか育児
ノイローゼが児童虐待に
関連するというニュース
を見たよ．だから行政は
産後ケアにも力を入れて
いるんだって！

学習しよう！
�児童虐待，産後ケア

幸恵さんの実家は遠方で，両親も高齢で
出産後の協力は期待できず，誠さんの実
家も商売をしていて頼みにくい．誠さん
が産後パパ育休をとって今日までなんと
かやれたけど…と，買い物で出会ったと
きにお母さんに話していたらしい．

学習しよう！
�産後パパ育休

そうか…とりあえず病院の
患者相談室の医療ソーシャ
ルワーカーにどういう方法
があるのか聞きに行ってみ
よう．確か介護休業もとれ
るはずだから、それは会社
に確認しておくよ．

学習しよう！
�医療ソーシャルワー
カー，介護休業

病院からそろそろ自宅へ帰るか，介護老人保健施設へ入
所するかを勧められているの．この病院には 3カ月しか
居られないんだって．お父さんは家に帰りたがっている
んだけどね…私一人で面倒みれるかどうか心配だし…

学習しよう！
�介護老人保健施設

15

福祉施策全体の見直しが求められている．特に，介護が必要になった際の支援
は大きな問題であり，高齢社会の社会保障改革の先駆けとして2000（平成
12）年から介護保険制度が施行されている．

 2  高齢者保健福祉施策の目的と理念
　現在の高齢者保健福祉施策は，主に老人福祉法（高齢者福祉制度），高齢者
の医療の確保に関する法律（高齢者医療・保健制度），介護保険法（介護保険
制度）に基づいて実施されている．
　老人福祉法では，高齢者が生きがいをもてる健全で安らかな生活を保障する
ことを目的として，高齢者福祉事業が実施されている．高齢者の医療の確保に
関する法律では，国民の高齢期における適切な医療の確保を図ることを目的と
して，高齢者の医療，疾病の予防等を実施している．介護保険制度は，高齢者
とその家族にとって大きな生活問題である介護に対応する制度である．2000
年から施行され，それまで高齢者福祉と高齢者保健の両方にまたがっていた介
護サービスについて，社会保険制度によって費用を確保し，介護サービスを総
合的に使いやすくすることを目的としている．介護保険制度は，介護が必要に
なっても尊厳を保ち，可能な限り自立して生活できるよう支援すること（自立
支援）を目的としている．

➡��介護保険制度については，
7章 3節p.238参照．

図5-13　日本の人口の推移

（出所）2023年までの人口は総務省「国勢調査」「人口推計」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、2025年以降は国立社会保障・人口問
題研究所「日本の将来推計人口（令和 5年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）
厚生労働省．令和 5年厚生労働白書：資料編．2023，p.5．一部改変．

実績値
（国勢調査等）

令和５年推計値
（日本の将来推計人口）
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175

身近な状況設定で
イメージしやすい

p.15

p.175

常に最新の情報を掲載

図解で 
理解を促進

「これで突破！社会保障&関係法規」  詳細は P.124 へおすすめおすすめ
副読本副読本
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　本書の内容
●一人の生活者として押さえておきたい社会福祉や社会保障の知識を収載。歴史や理念から、制度の概要、実践方法まで、オール
ラウンドに学ぶことができます。
●巻頭で、「看護学生1年生」の私と家族、家族の暮らすまちに住む人々がどのような社会福祉や社会保障の制度に関わっているか
をイラストを用いて紹介。制度の活用が身近に感じ、学生の興味・関心につなげます。
●法制度の改正や最新の統計データを反映するとともに、孤立・孤独の問題、こども家庭庁をはじめとする子どもに対する施策、
認知症基本法など、変化の激しい社会状況への対策や課題を取り上げます。
●患者のケースを取り上げ、障害・疾患を抱えながら社会とのつながりをもって生きるということを、具体的に知ることができま
す。また、実在のALS患者の現在を追いながら、リアルなメッセージを紹介しています。

■ 編　集 

増田　雅暢	 増田社会保障研究所代表，東京通信大学名誉教授
島田　美喜	 社会福祉法人至誠学舎立川	至誠児童福祉研究所副所長

平野かよ子	 宮崎県立看護大学名誉教授，湘南鎌倉医療大学特任教授

■ 執　筆（掲載順）  

島田　美喜	 社会福祉法人至誠学舎立川	至誠児童福祉研究所副所長	
	 ＜図解	身近な生活の社会福祉や社会保障＞

平野かよ子	 宮崎県立看護大学名誉教授，湘南鎌倉医療大学特任教授＜序章＞
岩崎　晋也	 法政大学現代福祉学部教授＜1章＞
増田　雅暢	 増田社会保障研究所代表，東京通信大学名誉教授＜2章＞
渡辺　裕美	 東洋大学福祉社会デザイン学部社会福祉学科教授
	 ＜3章1・2・3節＞

村井　祐一	 田園調布学園大学副学長・人間福祉学教授＜3章4節＞
秋山　智久	 福祉哲学研究所所長，元	大阪市立大学教授＜3章5節＞
佐藤　信人	 コミュニティオーガニゼーション研究所所長，元	武蔵野大学教授	
	 ＜4章＞

内田　宏明	 日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科教授＜5章1節＞
大塚　　晃	 一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長＜5章2節＞
内藤佳津雄	 日本大学文理学部心理学科教授＜5章3節＞
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多職種連携時代に求められる「新しい」
看護と法のテキスト

法改正や最新の社会情勢などに基づいて
情報をアップデート！

業務上の義務
 1 連携義務
　歯科衛生士が業務を行う際には，歯科医師その他の歯科医療関係者との緊密
な連携を図り，適正な歯科医療の確保に努めなければならない（13条の 5）．

歯科衛生士が行える歯科診療の補助の例
　鳥取県厚生部長からの疑

ぎ
義
ぎ
照会に対す

る，当時の厚生省医務局歯科衛生課長か
らの回答（昭和41年8月15日歯23号）
によれば，貼

ちょう
薬
やく
や仮

か
封
ふう
・仮封材の除去・

裏
り
装
そう
剤の貼付・マトリクス装着や除去・

充
じゅう
填
てん
材填塞・充填物の研磨・矯正装置

の除去は，歯科診療の補助の範囲とされ
ている．一方，主訴を聞きとりカルテに
記入することと，インレー（歯科用セメ
ントで装着される詰めもの）や冠

かん
（歯科

用セメントで装着される被せもの）の装
着は歯科診療の補助の範囲外とされた．

 2 守秘義務
　歯科衛生士は，正当な理由がなく業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなら
ない．これは，歯科衛生士でなくなっても同様である（13 条の 6）．違反者に
は，50万円以下の罰金が科されるが，これは告訴がなければ起訴することの
できない親告罪である（19条）．

7

動画で
チェック

歯科診療の補助で	
できること

 15 歯科技工士法（昭和30年8月16日法律168号）

　歯科技工士法は，歯科技工士の資格を定めるとともに，歯科技工
の業務が適正に運用されるように規律し，これにより歯科医療の普
及および向上に寄与することを目的としている（1条）．
　歯科技工とは，患者ごとの歯科医療に用いる補

ほ
綴
てつ
物＊・充填物＊・

矯正装置＊を作成・修理・加工することである（2条 1項）．また歯科
技工士とは，歯科技工を厚生労働大臣の免許を受けて業とする者を
いう（2条 2項）．
　歯科技工士の免許は，歯科技工士国家試験に合格した者が申請を行うことに
より歯科技工士名簿に登録されることによって与えられる（6条 1項）．これに
よって歯科技工を業として行うことができる．なお相対的欠格事由のどれかに
当てはまる場合には，免許が与えられないことがある（4条）．厚生労働大臣

引用・参考文献
	 1）		「歯科衛生士のあゆみ」編纂委員会．歯科衛生士のあゆみ：

日本歯科衛生士会60年史．日本歯科衛生士会，2012，p.20．

歯科診療の補助を	
行う場合の指示
歯科診療の補助を行う場
合，歯科衛生士が指示を
受けることができるのは
歯科医師のみである．こ
れに対して，看護師は医
師または歯科医師の指示
によって診療の補助の一
部である歯科診療の補助
を行うことができる．

αplus

➡��保健指導については，
p.78（保健師）参照．

「臨時応急の手当て」	
の留意点
緊急時の行為であって
も，その範囲は平時の歯
科診療の補助と同様の，
主治の歯科医師の指示に
より行える範囲内のもの
である．

αplus
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第2部●看護をめぐる法
●MAP④　看護をめぐる法体系
第3章●人に関する法律
1　医療専門職
（保健師助産師看護師法，看護師等の人材確保の促進に関する法律，医師法，歯科医
師法，薬剤師法，診療放射線技師法，臨床検査技師等に関する法律，理学療法士及び
作業療法士法，視能訓練士法，臨床工学技士法，義肢装具士法，救急救命士法，言語
聴覚士法，歯科衛生士法，歯科技工士法，あん摩マツサージ指圧師，はり師，きゆう
師等に関する法律／柔道整復師法）
2　福祉専門職
（精神保健福祉士法，社会福祉士及び介護福祉士法）
3　非医療・非福祉専門職
（栄養士法，公認心理師法）

第4章●物・場所等に関する法律
1　物に関する法律
（医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律，麻薬及び向
精神薬取締法，あへん法／大麻草の栽培の規制に関する法律／覚醒剤取締法）
2　場所に関する法律
（医療法，高齢者住まい法，感染症法，予防接種法，墓地，埋葬等に関する法律，健
康増進法，学校保健安全法）

第5章●支えるシステムに関する法律
1　お金で支えるシステムに関する法律
（健康保険法，国民健康保険法，高齢者医療確保法，介護保険法）
2　社会が支えるシステムに関する法律
（生活保護法，母体保護法，母子保健法，精神保健福祉法，心神喪失者等医療観察法，障
害者基本法，障害者総合支援法，身体障害者福祉法，知的障害者福祉法，発達障害者支援
法，児童福祉法，児童虐待防止法，母子及び父子並びに寡婦福祉法，困難な問題を抱える
女性への支援に関する法律，DV防止法，老人福祉法，高齢者虐待防止法，難病医療法）

第3部●看護をめぐる政策
●MAP⑤　政策に関わる基本法等の関連法令

第6章●政策に関わる基本法等の関連法令
1　医療政策に関する法律
（社会保障制度改革推進法，社会保障改革プログラム法，地域における医療及び介護
の総合的な確保の促進に関する法律，地域保健法，がん対策基本法，がん登録推進
法，循環器病対策基本法，肝炎対策基本法，食育基本法，アレルギー疾患対策基本
法，アルコール健康障害対策基本法，ギャンブル等依存症対策基本法）
2　今日的な支え合い政策に関する法律
（自殺対策基本法，成育基本法，こども基本法，認定こども園法／子ども･子育て支援法，
認知症基本法，成年後見制度の利用の促進に関する法律，任意後見契約に関する法律）
3　災害政策に関する法律
（災害対策基本法，災害救助法）
4　情報政策に関する法律
（個人情報保護法制，次世代医療基盤法）
5　食品安全政策に関する法律
（食品衛生法，食品安全基本法，食品表示法）
6　少子高齢政策に関する法律
（高齢社会対策基本法，少子化社会対策基本法，次世代育成支援対策推進法）
7　労働政策に関する法律
（労働基準法，労働契約法，労働安全衛生法，労働者災害補償保険法，男女雇用機会
均等法，育児・介護休業法，過労死等防止対策推進法，雇用保険法）
8　ジェンダー政策に関する法律
（男女共同参画社会基本法，女性活躍推進法）
9　環境政策に関する法律
（環境基本法，公害健康被害の補償等に関する法律，廃棄物処理法，環境衛生に関す
る営業・建物の衛生分野）

第4部●法制度を取り巻く考え方
第7章●インフォームドコンセント
IC／意思決定支援／ICと意思決定支援／ICと意思決定支援のこれから

第8章●看護過誤（医療過誤）
医療事故と医療過誤／三つの法的責任

第9章●法と生命倫理
生命倫理総論／生命倫理各論／研究倫理

2025年10月現在の情報です。目次等は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
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　本書の内容
●掲載する法律を厳選し、図表化や動画コンテンツの活用などにより、コンパクト化を実現。各法律のイメージイラストも多数掲
載、より身近に使っていただける一冊となっています。
●表現を徹底的に検討し、法律の解説としての正しさを保ちながらも、難解な法律用語を用いずにわかりやすく解説しています。
用語解説やplusαなども充実、学びをサポートします。
●多職種連携の時代に、看護師が他職種と法的にどのような業務連携・業務分担をするのかを理解しやすいように、資格法ごとに
細やかに解説しています。
●看護師の業務と法制度がどのように関わっているのか、一目でわかるイラストMAPを巻頭に設けました。初学者が抱きがちな
疑問をまとめたQ&Aも掲載しています。
●「トピックス」ページでは、「自殺対策基本法」「オーバードーズ」など、近年改正された法律や重要キーワードなどを短いセンテン
スでまとめているので、法制度のトレンドを手軽に知ることができます。
●第217回国会（2025年６月閉会）までの法改正を反映し、内容を更新しています。
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